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Ⅰ正社員登用制度の整備とキャリアアップ助成金  
令和3年4月より「同一労働同一賃金」が中小企業に対しても義務化

されます。具体的には、諸手当や退職金などの待遇において正社員と
非正社員との間に不合理な相違があってはならないというものです。 
◆注目される「正社員登用制度」 
昨年10月に出された最高裁判決では賞与や退職金についての不支給は
不合理とはいえないという判断がなされました。最高裁判決では原則
勤続1年以上の希望者全員が受験できる正社員登用制度に、「原告であ
る契約社員が試験に2回失敗し、断念した」ことが企業側には正社員登
用の機会を与えていたと判断され、結論に大きく影響したようです。
この判決を受けて、企業の一部では賞与や退職金を正社員人材の確保
・定着を目的として設けているとして、非正社員には異なる扱いとす
る代わりに、正社員登用制度の整備をしていく動きがみられます。 
◆非正規社員の正社員化を進める際に活用できるキャリアアップ助成金 
キャリアアップ助成金では有期雇用の非正規社員の企業内でのキャリ
アアップ促進を目的とし、正社員化等を行った事業主に助成金を支給
しています。本助成金の正社員化コースでは、有期雇用の非正規社員
を正社員等にする際、又は直接雇用した際に助成金が支給されます。
また、勤務地限定正社員制度、短時間正社員制度などの限定正社員制
度を新設した場合には加算措置があります。これまで正社員登用制度
のなかった企業では一直線に正社員への登用制度を整備することは費
用負担も多くかかります。すでに実績がある非正規社員に正社員にな
ってもらうのは有効な方法の1つといえます。上記で紹介した限定正社
員制度の導入から始めてみてはいかがでしょうか？ 

Ⅱ「男性育休」促進の育児・介護休業法の改正案が上程 
政府は令和 7 年までに男性育休の取得率を 30%まで引き上げる目標

を掲げていますが、現状では 7.16%と依然目標到達には厳しい状況と
言えます。この状況を改善するため、男性の育児休業取得促進策を盛
り込んだ、育児・介護休業法と雇用保険法の改正案が閣議決定され、
今国会に提出されました。改正案の内容をご紹介します。 
◆育児・介護休業法の改正案 
（1）男性の育児休業取得促進のため、子の出生後 8 週間以内に 4 週間
まで取得できる「男性育休」の創設 
①休業の申出期限は原則休業の 2 週間前まで②分割して 2 回取得でき
る③労使協定を締結している場合は労働者と事業者の個別合意により
事前に調整したうえで休業中の就業を可能とする 
（2）育児休業取得における雇用環境整備及び、妊娠・出産の申し出を
した労働者への個別の周知・意向確認措置を事業主へ義務付ける 
（3）「(1)男性育休」以外の育児休業を分割して 2 回取得することが
できる 
（4）常時雇用の労働者数が 1000 人超の事業主に育児休業の取得状況
の公表を義務付ける 
（5）有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業
主に引き続き雇用された期間が 1 年以上である者」という要件を廃止
する 
この改正案が成立すれば上記(2)、(5)は令和 4 年 4 月 1 日から対応が
求められます。 

Ⅲスマートフォンで住民票・印鑑証明が取得できます！  
京都市に住民登録されている方、京都市内に住民登録をし、印鑑登

録されている方は、住民票の写しや印鑑登録証明書に関して、スマー
トフォンから請求ができるようになりました。 
◆必要なものと手続き方法 
以下の 3 点が申請に必要となります。①マイナンバーカード 本人確
認（電子署名）のために利用します。マイナンバーカード交付時に設
定した 6 桁以上の英数字のパスワード（署名用電子証明書）が必要と
なります。②クレジットカード 交付手数料等の決済に利用します。
（VISA、MasterCard、American Express、JCB、Diners Club に対応）
③スマートフォン 電子署名を読み取るための専用アプリ（無料）を
スマートフォンに事前にインストールする必要があります。スマート
フォンの対応機種がありますので、事前にご確認が必要です。手続き
方法は、スマートフォンから申請ページにログイン、申請フォームに
必要な情報を入力します。マイナンバーカードによる電子署名、クレ
ジットカードによる交付手数料及び郵送料の決済を行うと、手続き完
了メールが届きます。請求した証明書は、住民登録されているご住所
に郵送となります。請求から手元に届くまで、郵便事情等によっては
1 週間程度かかる場合がありますが、申請後の処理状況についてはメ
ールに記載された URL から確認が可能です。 
＜お問い合わせ先＞ 
京都市証明郵送サービスセンター 
TEL:075－406－5454（平日の午前 8 時 30 分～午後 5 時） 


